
（6）令和７年（２０２５年）1０月３０日 No.238町田市議会だより

● まちだ福祉◯ごとサポートセンターにおいて、これまで行政に関わっていなかった方
にもアプローチを行い困りごと相談につなげられたい。

● 「町田市障がい者差別をなくし誰もがともに生きる社会づくり条例」の認知度向上の
ため、市民へのさらなる周知とともに、障害の社会モデルを前提にした対応を全庁
が率先して推進されたい。

● 施設が老朽化していることから緊急修繕を行い、予算がかさんでいる。関係各位と協
議を行い、計画的な修繕計画、長寿命化を図られたい。

● ためらわずに生活保護の相談や申請ができるよう生活保護制度の周知を広く実施され
たい。

● 外国語の母子手帳を希望する方には、適切な情報提供、通訳など、他部署と連携しな
がら、サポート体制のさらなる拡充を図られたい。

● 支援に必要な妊婦へ児童福祉部門と母子保健部門の両課で一体的な支援を図り、出産
・子育て応援交付金事業による伴走型相談支援、経済的支援をより活用するなど、
妊娠期から引き続き切れ目のない支援を行われたい。また、行政につながっていな
い孤立した妊婦へのアプローチを今すぐ検討し、支援につなげられたい。

● 男性向けＨＰＶワクチン任意予防接種事業については、国の定期接種化に向けた動き
に注視し、学校での教育等についても研究されたい。

● 適正な保険診療が行われるよう努められたい。
● 認知症家族介護者支援については家族介護者の意見を踏まえながら新たな取り組みの

構築に向けて検討されたい。
● 国保税、介護保険料、後期高齢者医療保険料滞納者に対しては丁寧な分納相談、他部

署と連携して生活再建の支援につなげるよう努められたい。

【認定第３号】
● 町田市民病院は、ＩＣＵ、ＨＣＵなど高度急性期病棟、ＮＩＣＵなどの地域周産期母

子医療センター、そして小児病棟を有しており、いずれも市内で唯一の施設である。
町田市民だけでなく、南多摩医療圏の中で重要な役割を果たすべく、地域の医療機
関や救急隊、関連する施設の方々と協力しながら、救急、周産期、小児などの医療
を安定的に提供できる環境づくりに一層取り組まれたい。

● 小児入院病床については、一般病棟での対応にとどまらず、増床についても検討され
たい。

● 権限の移譲、もしくは返還について、市民生活の利便性向上や財政的な負担の軽減に  
ついての視点での取り組みをより進めるために、他自治体の事例もふまえ、専門的
に研究を行う個別の事業として立ち上げを検討されたい。

● 障がい者雇用率未達成を早期に改善されたい。
● 職員表彰については、市の職員がどのような事業でどのような成果を残したのか等、

市民にもより広く伝えられるものとされたい。
● 年次有給休暇取得の目標設定にあたっては、取得日数のみならず、取得率についても

検討されたい。
● 工事等成績評定に関しては、その苦情の申し立て先である町田市工事等成績評定苦情

審査委員会において外部の有識者等を委員にする必要性はないか、検討されたい。
● 財政調整基金の目標額は達成しているものの、26市と比較し、市民一人当たりの残高

は低い。各基金に関し、常に適切な目標額を設定し、積み立てに努められたい。
● 町田市民のふるさと納税による寄附金税額控除額と他自治体の市民によるふるさと納

税額の差の縮小に努められたい。
● 低未利用地取扱のガイドラインを作成するとともに、低未利用地の売却に関して、他

自治体の先進事例も調査し、写真なども活用した情報を発信し、その売却を促進さ
れたい。

● 法人市民税の未納相談に関して、相談者に対してできるだけ丁寧に対応し、納税漏れ
が起きないように努められたい。

● 生産緑地については、その管理が不適切である場合に、どのような状況が何年続くこ
とで課税地目の変更になるのか等、具体的な基準の必要性について検討されたい。

● 町田市勤労者福祉サービスセンターの被雇用者と個人事業主の会費差を解消されたい。
● 七国山ファーマーズセンター事業については、老朽化もしてきており、今後の活用方

針を定めて民間活力を活かした整備運営を検討されたい。
● 民間で運営される市内コワーキングスペースに関して、町田新産業創造センターとタ

イアップした事業を取り組み、幅広い創業の支援を図られたい。
● 在宅避難また、備えについて、市民理解が進むよう取り組み願いたい。また、あわせ

て、物資の提供が受けられるしくみづくりを構築されたい。
● 消防器具置き場の機能充実に努められたい。
● 消防団退団者を対象としたアンケートを分析し、消防団員が活動しやすい仕組み作り

に努められたい。

決算審査（健康福祉）
認定すべきもの と決定

決算審査（総務）
認定すべきもの と決定

� など計６１件の意見を附帯決議として付しました。� など計７１件の意見を附帯決議として付しました。

歳入合計
約1,961億円

歳入合計額
196,116,440,845円

令和６年度　歳入決算額の内訳（一般会計）

その他
29,375,054,789円（15.0％）
その他
29,375,054,789円（15.0％）

市債
5,755,000,000円（2.9％）
市債
5,755,000,000円（2.9％）

繰入金
10,545,519,221円
（5.4％）

繰入金
10,545,519,221円
（5.4％）

地方消費税交付金
10,526,432,000円（5.4％）
地方消費税交付金
10,526,432,000円（5.4％）

都支出金
27,486,075,740円
（14.0％）

都支出金
27,486,075,740円
（14.0％）

市税
71,054,117,829円
（36.2％）

市税
71,054,117,829円
（36.2％）

国庫支出金
41,374,241,266円（21.1％）
国庫支出金
41,374,241,266円（21.1％）

歳出合計
約1,880億円

歳出合計額
188,029,752,583円

令和６年度　歳出決算額の内訳（一般会計）

民生費
98,557,724,188円
（52.4%）

民生費
98,557,724,188円
（52.4%）

商工費 1,222,941,973円
議会費 633,031,478円
農林費 292,879,574円
労働費 38,156,620円

その他
2,187,009,645円（1.2%）

総務費
28,235,809,901円（15.0%）

教育費
16,620,020,487円
（8.8%）

衛生費
14,863,317,403円
（7.9%）

土木費
14,426,600,435円
（7.7%）

公債費
8,162,635,347円
（4.3%）

消防費
4,976,635,177円（2.7%）

≪町田市の決算書
　のページ≫
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８月２７日・９月１１日・１２日
・１９日に議案１１件、認定
１件の審査を行いました。

９月１１日・１２日・１９日に
議案６件、認定２件、請願
１件の審査を行いました。 総　務健康福祉

審査から 令和６年度 決算を審査
　本定例会では、決算についても各常任委員会で審査しました。各常任委員会では活発に質疑が行われ、決算審査の結
果「認定すべきもの」と決し、多数の意見が付されました。
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